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（1）真野・新瀬⽥浄⽔場更新改良及び⽔道施設運転維持管理事業 募集要項

（2）真野・新瀬⽥浄⽔場更新改良及び⽔道施設運転維持管理事業 基本協定書（案）

（3）真野・新瀬⽥浄⽔場更新改良及び⽔道施設運転維持管理事業 事業契約書（案）

（4）真野・新瀬⽥浄⽔場更新改良及び⽔道施設運転維持管理事業 要求⽔準書

（5）真野・新瀬⽥浄⽔場更新改良及び⽔道施設運転維持管理事業
優先交渉権者選定基準

（6）真野・新瀬⽥浄⽔場更新改良及び⽔道施設運転維持管理事業 記載要領・様式集

Ⅰ 公表資料の概要

募集要項とともに公表する書類の概要

3



大津市企業局

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU

浄⽔管理センター 浄⽔施設課 浄⽔整備推進室

第１ 募集要項の位置づけ
・「事業の背景・目的」等を記載

第２ 業務概要
・「事業の名称」「事業に供される公共施設等の種類」「対象業務・⺠間事業者の収⼊」「⾒積上
限価格」等を記載

第３ ⺠間事業者の募集及び選定に関する事項
・「募集及び選定の方法」「選定スケジュール」「応募者の参加資格要件」等を記載

第４ ⺠間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項
・「リスク分担の基本的な考え方」「保険」等を記載

第５ その他
・「情報公開及び情報提供」「本募集要項等に関する問い合わせ先」等を記載
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募集要項に記載される主な内容

Ⅱ 真野・新瀬⽥浄⽔場更新改良及び⽔道施設運転維持管理事業 募集要項等
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実施方針公表時からの主な追加事項

主な追加事項 ≪実施方針公表時≫ ≪募集要項等≫

① ⾒積上限価格の追記 （⾦額につき記載なし） 32,617,476千円（消費税及び地
方消費税を含む。）

② 前払⾦・出来⾼払い 出来高払いの実施について記載
本件各工事に関する各業務の着手
時に前払⾦の⽀払いを請求可能（上
限︓10億円/年）

③ 事業提案審査 （記載なし） 技術評価点300点、価格評価点
150点の合計450点満点

④ 技術対話の実施、資
料閲覧、現地確認 技術対話の実施について記載

参加資格審査通過後の応募者との
間で、技術対話・資料閲覧・現場確
認を実施
（参加資格審査後の日程を参照）
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実施方針公表時からの主な追加・変更点

① ⾒積上限額の設定

【⾒積上限額】 ３２，６１７，４７６千円

【目安⾦額】 （単位︓千円）

①更新改良業務費（撤去含む） 17,850,624

②運転維持管理業務費 14,766,852

（事業費計） 32,617,476

サービス対価A
（更新改良業務）

サービス対価B
（運転管理業務）

サービス対価C,D
（補修・修繕費）

修繕
実施

支払
（毎月）

※更新対象施設に関しては固定

前
払
い

②運転維持管理業務費①更新改良業務費(撤去含む)

【上限】
10億円/年

出
来
高

払
い

【上限】
24億円/年

※

毎⽉払い（年間の⽀払額の12分の１相当額）
※当該年度に前払いの⽀払がある場合

は、前払⾦と合わせ24億円

（参考）サービス対価の⽀払方法

（消費税及び地方消費税を含む。）

※予定価格のみが⾒積上限価格であり、
更新改良業務費及び運転維持管理費
のうち⼀方が目安⾦額を超えていたとし
ても総額の⾒積価格が⾒積上限価格を
超えていなければ失格とはならない。
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実施方針公表時からの主な追加・変更点

② 前払⾦の⽀払について

事業者は、従来型の公共発注と同様に、事
前調査業務、設計業務、工事業務について
本件各工事毎に前払⾦の請求ができる。

各会計年度１回、出来高検査による本市
の確認後、出来高払いを請求することができ
る。（前払⾦額とあわせて24億円/年）

事前調査業務

設計業務

工事業務

出来高検査後に支払い

【上限額】

１０分の３以内

１０分の３以内

１０分の４以内

② 出来⾼払いの⽀払について

【⽀払算定式】
出来高払⾦の額≦(出来高払基準額×9/10)
－(⽀払済み前払⾦＋⽀払済み出来高払⾦)

【出来高払い】
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実施方針公表時からの主な追加・変更点

④ 事業提案審査
《事業提案審査における評価項目・配点の概要》

項目 配点
事業計画（全体計画）に関する事項
基本方針、実施体制、セルフモニタリング、リスク管理、カーボンニュートラル実現に向け
た取組、地域への貢献、新型コロナウイルス感染症等への対応

75

更新改良に関する事項
更新改良施設（全体）の設計、更新改良施設（全体）の施工計画、更新改良費
⽤の抑制に関する事項、浄⽔施設の事前調査・設計、排⽔処理施設の設計、設備
全般（の整備に関する事項）、品質管理計画、運転維持管理に資する更新改良

90

運転維持管理に関する事項
運転維持管理の実施体制・計画、更新改良施設の運転管理、既存施設の運転管
理、⽔質管理、更新改良施設の保全管理、既存施設の保全管理、施設の計画補
修・修繕及び施設清掃、故障等発生時の対応、物品調達及びその他技術業務に関
する事項

65

VFMの最大化に関する事項
VFMの最大化に資する提案 20
⽔道施設全体に関する事項
BCP（事業継続計画）に関する提案、本市⽔道事業に有益な提案（課題対応） 30
技術継承に関する事項
技術継承に関する提案 20

費用に関する評価 150 価格評価点
150

技術評価点
300

総合評価点
450
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《⺠間事業者の募集・選定スケジュール（予定）》

Ⅲ 今後の予定（全体スケジュール）

時 期 内 容

令和４年10月14日

令和４年11月18日
令和４年12月13日
令和４年12月16日
令和５年１月以降
令和５年６月2日
令和５年７月
令和５年８月
令和５年10月
令和６年４月

募集要項等(募集要項、要求⽔準書、優先交渉権者選定基
準、基本協定書（案）、事業契約書（案）、関連資料集等)
の公表
募集要項等に関する質問等の受付期限
募集要項等に関する質問等への回答の公表
参加資格審査申請書の受付期限
技術対話の実施、資料閲覧、現地確認
提案書の受付期限
優先交渉権者選定
基本協定書締結
事業契約の締結
事業開始
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《募集要項等に関する意⾒⼜は質問の受付》

Ⅲ 今後の予定（参加資格審査までの日程）

（受付期間）
令和４年10月14日（⾦）から
令和４年11月18日（⾦）正午まで（必着）

（質問書に対する回答予定日）
令和４年12月13日（火）

（提出方法）
「募集要項等に関する質問書」を問い合わせ先へ電子メールにて送信すること。

《募集要項等公表時開⽰資料の閲覧・配布の申し込み（受付終了）》

本事業への参加を検討する際の資料として、「募集要項等公表時開⽰資料閲覧・配布申込書 兼
守秘義務の遵守に関する誓約書」の提出を条件として、本事業等に係る情報を開⽰する。

受付期間︓令和４年10月14日（⾦）から令和４年10月28日（⾦）正午まで
開⽰方法︓電子媒体により送付

《施設⾒学会の開催（受付終了）》
本募集要項等に関する説明会と同時申込、各社希望日を踏まえ、実施日を決定する。

実施日︓令和４年10月31日（月）〜11月11日（⾦）（予定）
⾒学施設︓事業者の希望する施設とする
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Ⅲ 今後の予定（参加資格審査までの日程）

《参加表明書、参加資格審査申請書の提出》

参加資格審査の結果を応募者に通知する。通知の発送については、令和４年12月26日（月）を
予定している。

《参加資格審査結果の通知》

（参加申込書及び参加資格確認申請書の受付）
本プロポーザルに応募を希望する者は、参加表明書、参加資格審査申請書等を提出すること。

（受付期間）
令和４年10月14日（⾦）から令和４年12月16日（⾦）正午まで（必着）

（提出方法）
提案書類記載要領・様式集に従い、参加資格確認申請に関する提出書類を事前に電子メールにて
送付の上で、提出期限までに到着するよう持参若しくは郵送等で送付すること。
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Ⅲ 今後の予定（参加資格審査後の日程）

《技術対話、資料閲覧、現地確認》

（資料閲覧）
本事業に提案書検討に向け、浄⽔場等にある資料を閲覧する機会を設ける。
実施方法や日時については、別途応募企業⼜は代表企業に対して通知を⾏う。

（現地確認）
提案書の作成に向け、現場確認の機会を設ける。
実施方法や日時については、別途応募企業⼜は代表企業に対して通知を⾏う。

（技術対話）
技術対話は、参加資格審査を通過した応募者に対し、本市が求める要求⽔準について応募者の理
解度を測り、それを深めることで本市の意図する技術提案を得ることを目的とし、市からの指導や助⾔
等はしない。

①実施期間 ︓ 参加表明書等の提出以降
②提出書類 ︓ 参加資格審査後、応募企業⼜は代表企業に通知
③留意事項 ︓ 開催日時、実施方法について応募企業⼜は代表企業に通知
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Ⅲ 今後の予定（参加資格審査後の日程）

（提案書の受付）
本事業への参加資格を有する応募者は、提案書を提出すること。

（受付期間）
令和5年6月2日（⾦）正午まで（必着）

（提出方法）
提案書類記載要領・様式集に従い、提案書に関する提出書類を提出期限までに到着するよう持参
若しくは郵送等により送付すること。

《提案書の提出》
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• 本事業において使用する言語等
• 提案に伴う費用負担
• 提出書類の返却
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《情報公開及び情報提供》

⼤津市情報公開条例（平成14年３⽉25⽇条例第４号）に基づき、本事業に係る図書につ
いて情報公開を⾏う。情報提供は、適宜ホームページ等を通じて⾏う。

《その他の記載事項》

《募集要項等の変更》

募集要項等は、公表後に⺠間事業者から受け付けた質問、意⾒等を踏まえ、その内容を
⾒直し、変更を⾏うことがある。変更を⾏った場合にはホームページ等を通じて公表する。

⼤津市企業局施設部浄⽔管理センター浄⽔施設課浄⽔整備推進室
電話番号︓０７７－５２６－５１３７
メールアドレス︓otsu2869@city.otsu.lg.jp

《問い合わせ先》

Ⅳ その他


